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1．令和2年7月豪雨災害（球磨川流域）の概要

2



気象の概要

3（福岡管区気象台ＨＰ「災害時気象資料－令和2年7月3日から4日にかけての熊本県・
鹿児島県の大雨について－」の資料より抜粋及び一部加筆。）

（気象庁ＨＰ 各種データ・資料を参考に作成）

天気図（7月4日6時頃 気象庁HPより）

上
466.5 ミリ

７月平均値

雨量（mm） 雨量（mm） 平年比

人吉（気） 471.4 420.0 0.89

上（気） 485.0 466.5 0.96

えびの（気） 798.0 400.0 0.50

水俣（気） 403.6 513.0 1.27

牛深（気） 309.7 471.0 1.52

雨量観測所
7/3 0時～7/4 24時

※本資料の数値は「速報値」であり、今後が変わる場合がある。

○令和2年7月3日夜に梅雨前線が九州北部に北上し、暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、
球磨川流域では、7月3日から4日の2日間の雨量が7月の1ヶ月分の雨量に相当する大雨を記録した。

第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載



球磨川流域の降雨の概要
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○球磨川流域に線状降水帯が形成され、 7月4日未明から朝にかけて、8時間にわたって時間雨量
30mmを超える激しい雨が連続して降り続いた。

（「熊本地方気象台 災害時気象資料」より抜粋及び一部加筆。）
球磨川流域

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。 第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載



球磨川流域の降雨量

5

○球磨川流域の各地点の6時間雨量、12時間雨量、24時間雨量は、戦後最大の洪水被害をもたらした
昭和40年7月洪水や昭和57年7月洪水を上回り、観測史上最多雨量を記録した。

銚子笠(1,489m）

人吉市

球磨村

五木村

水上村

山江村

湯前町

あさぎり町

錦町

▲

芦北町

球磨川

川
辺
川

八代市

相
良
村

球磨川

多良木町

市房ダム

やつしろし

いつきむら

みずかみむら

ゆのまえまち

ちょう

にしきまち

やまえむら

さ
が
ら
む
らくまむら

ひとよしし

あしきたまち

いちふさ

たらぎまち

▲

（S55年4月観測開始）

（S18年1月観測開始）

（S29年4月観測開始）

※S29年5月観測開始）

※1）降雨量の計測単位は年次等により異なる。
※2）本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

(mm)

（たらぎ）
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球磨川流域の降雨量

○球磨川流域では、多くの観測地点で観測史上最大の雨量を観測した。

○気象庁の予報では、多いところで２４時間２００㎜の予想であったが、それを大きく上回る雨であった。

○７月３日夜半から４日朝の時間帯にかけて断続的に非常に激しい雨になった

410mm／24時間（4日11時まで） 483mm／24時間（4日12時まで）

408mm／12時間（4日10時まで）339mm／12時間（4日9時まで）

気象庁の降水量予想（3日16時45分発表）
４日１８時までの２４時間降水量は多いところで200mm 6



球磨川水系の河川水位

○球磨川水系の水位は、戦後最大の洪水被害をもたらした昭和40年7月洪水や昭和57年7月洪水を上
回り、萩原（はぎわら）、渡（わたり）、人吉（ひとよし）、柳瀬（やなせ）で、観測史上最高水位を記録した。

銚子笠(1,489m）

人吉市

球磨村

五木村

水上村山江村

湯前町

あさぎり町

錦町

▲

芦北町

球磨川

川
辺

川

八代市

球磨川

相
良
村

球磨川

多良木町

市房ダム

やつしろし

いつきむら

みずかみむら

ゆのまえまち

ちょう

にしきまち

やまえむら

さ
が
ら
む
ら

くまむら

ひとよしし

あしきたまち

いちふさ

たらぎまち

▲

（S26年11月より自記観測開始）（S29年5月より自記観測開始）

（S40年7は普通観測値 S54年4月より自記観測開始） （S26年7月より自記観測開始）

※R2.7洪水の7月4日
7:30以降は欠測。

※R2.7洪水はロガーデータ
により水位を補完。7月4日
8:30以降は欠測。

(ｍ)

(ｍ)

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

（わたり）

（ひとよし）
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球磨川水系の河川水位の時間変化

○球磨川水系の各地点の水位は、7月4日3時過ぎから氾濫危険水位を超え、昼頃にかけてピーク水位
に達している。
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はん濫危険水位 3.80m

はん濫注意水位 3.50m

水防団待機水位 2.00m

計画高水位 5.36m

避難判断水位 3.60m

5.28 (12:20)

18:0018:00 0:00 6:00 12:00
0
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9

10

↑

水

位

（ｍ）

： 観測所実績値

萩原観測所(国) <球磨川 6.66km>

：観測所実績値
（テレメータ）

7/3 7/4

はん濫危険水位 8.70m

はん濫注意水位 6.00m

水防団待機水位 5.00m

計画高水位 11.33m

 12.88 (07:30)

避難判断水位 7.60m

18:0018:00 0:00 6:00 12:00
4
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12
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14

↑

水

位

（ｍ）

： 観測所実績値

渡観測所(国) <球磨川 52.64km>

：観測所実績値
（テレメータ）

7/3 7/4

7:30以降欠測

はん濫注意水位 6.00m

水防団待機水位 5.00m

 8.07 (09:00)

18:0018:00 0:00 6:00 12:00
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↑
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位

（ｍ）

： 観測所実績値柳瀬観測所(国) <川辺川 2.27km> ：観測所実績値
（テレメータ）

7/3 7/4

はん濫危険水位 3.40m

はん濫注意水位 3.00m

水防団待機水位 2.00m

計画高水位 4.07m

避難判断水位 3.20m

 5.07 (07:30)

18:0018:00 0:00 6:00 12:00

6.12 (08:30)

-1

0

1

2

3

4
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↑

水

位

（ｍ）

： 観測所実績値

： ロガーデータ
人吉観測所(国) <球磨川 62.17km>

：観測所実績値
（テレメータ）
：ロガーデータ

7/3 7/4

8:30以降欠測

注１：図中のグレー字表記の値はピーク欠測のため参考表示

注２：図中のピンク色波形は、後日ロガーデータで補完したもの

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。
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球磨川流域の浸水被害の状況（人吉市街部）
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人吉市街部の上空より撮影人吉市街部の上空より撮影

建物の一階部分まで浸水（人吉市紺屋町）高さ３ｍ付近に洪水痕跡を確認（国道４４５号通り）

洪水痕跡
洪水痕跡

7月4日午前撮影（市民提供）

球磨川

万江川
球磨川

第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載



球磨川流域の浸水被害の状況（球磨村渡地区）
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渡地区の上空より撮影

球磨川右岸から約50ｍ離れた場所での家屋倒壊球磨川右岸から約50m離れた場所での家屋倒壊

千寿園付近の上空より撮影

球磨川

小川

わたり

特別養護老人ホーム

千寿園特別養護老人ホーム

千寿園
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球磨川流域の浸水深の分布（人吉市街部、球磨村渡地区）

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合があります。

block No
平均浸水深

(m)

1 4.6

2 3.9

3 1.7

4 2.0

5 4.5

6 4.7

7-1 2.4

7-2 1.7

8 2.2

9 1.0

10 1.4

11 1.3

合計 2.8

写真27

1

2

3

4

6

8
10

7-1

9
11

5

7-2

表 ブロック毎の平均浸水深
山
田
川

球磨村

人吉市

※１）洪水痕跡調査など浸水区域・浸水深調査結果より、今次出水の浸水深を推定。
※２）本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

○山間狭窄部の入口に位置する球磨村渡地区付近から人吉市の万江川（まえがわ）の合流地点付近まで
の区間は、平均浸水深が2～5ｍとなった。

11第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載



球磨川流域の一般被害等
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10

10

20

20

30
30

40
40

50
50

60

70
70

人吉市

五木村

相良村

球磨村
芦北町

多良木町

錦町

あさぎり町

湯前町

水上村

八代市

80
80

60

川

辺

川

川

磨

球

堤防決壊(左岸55k000付近)

球磨川第一橋梁流失

鎌瀬橋流失

天狗橋流失

大瀬橋流失

坂本橋流失

松本橋流失 堤防決壊(右岸56k400付近)

深水橋流失

国管理区間

国管理区間
新村橋流失

※1）人吉市の浸水面積は熊本県調査による。人吉市の浸水戸数は熊本県災害対策本部会議資料による。川辺

川（柳瀬橋上流）の浸水面積は熊本県調査による。人吉市以外の浸水面積と戸数は、ヘリ調査の浸水範囲か
ら算出した推定値。浸水面積と浸水戸数は切り上げ等により合計と合わない。

※2）橋梁流失の坂本橋と側道橋は１橋として計上。被災橋梁数には支川の橋梁を含む。
※3）本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

※3

※4

浸水面積
(ha)

浸水戸数
（戸）

約518 4,681

約290 約280

（柳瀬橋下流） 約90 約260

（柳瀬橋上流） 約130 約170

約70 約290

約25 約520

約20 約4

約5 約70

約1,150 約6,280

あさぎり町

芦北町

合 計

市町村名

人吉市

錦町

相良村

球磨村

八代市

○球磨川流域の市町村では、浸水面積約1,150ｈａ、浸水戸数約6,280戸、橋梁流失17橋のほか国道や
鉄道が被災するなど、甚大な被害が発生した。

球磨川第四橋梁流失

相良橋流失

球磨川第二橋梁流失

西瀬橋流失

神瀬橋流失

沖鶴橋流失
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※1）球磨村渡地区の浸水面積と浸水戸数は、ヘリ調査の浸水範囲により算出した推
定値。人吉市街部の浸水面積と浸水戸数は、熊本県調査による。

※2）本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

特別養護老人ホーム

千寿園

球磨村
総合運動公園

堤防決壊
56k400右岸 人吉市

山江村 相良村

球磨村

堤防決壊 
55k000左岸

【人吉市街地被害】
浸水面積：約 518ha
浸水戸数： 4,681戸

【球磨村渡周辺被害】
浸水面積：約 70ha
浸水戸数：約130戸

相良橋流失
沖鶴橋流失

西瀬橋流失
球磨川第二橋梁流失

ヘリ調査及び熊本県調査
による浸水範囲

天狗橋流失

人吉市市街部、球磨村渡地区の一般被害等

○洪水による被害は、球磨村渡地区から人吉市街部にかけて集中しており、多くの犠牲者が発生した球
磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」はこのエリアに存在している。
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球磨川流域の人的被害

○令和2年7月豪雨による熊本県内の犠牲者は65名で、うち球磨川流域の犠牲者は50名と推測され、全
体の約77％を占めている。死因は、49名が溺死（疑いを含む）、1名が多発外傷であった。

○市町村別では、球磨村が最も多く25名、人吉市が20名と続く。

○年齢構成は、65歳以上の高齢者が86％を占めている。

14

犠牲者の内訳
（全体65名）

球磨川流域犠牲者
50名の年齢構成

洪水(球磨川流域)
溺死 46名

洪水(球磨川流域)
溺死の疑い 3名

その他(土砂災害等)
11名

洪水(他河川)
4名

球磨川流域
50名(77%)

50代
4名

60代
7名

70代
10名

80代
22名

90代
7名

65歳以上(高齢者）
43名(86%)

市町村別犠牲者数

全体 うち
球磨川流域

球磨村 25 25

人吉市 20 20

芦北町 11 1

八代市 4 4

津奈木町 3 0

山鹿市 2 0

合計 65 50

※1）犠牲者数については、熊本県災害対策本部会議資料（熊本県警察本部
提供資料）を基に記載。
※2）球磨川流域の犠牲者数については、熊本県災害対策本部資料（熊本県

警察本部提供資料）の「住所」と「死因」等から推測。
※3）被害内容については「速報値」であり、 今後変わる場合がある。

洪水(球磨川流域)
多発外傷 1名
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※その他11名の土砂災害の犠牲者は、球磨川流域内の犠牲者数を含
む。



球磨川流域の人的被害の発生位置

千寿園
（渡地区16名のう

ち14名）

人吉市
八代市～
球磨村

中神町
（1名） 下薩摩瀬町

（5名）

上薩摩瀬町
（1名）

相良町
（1名）

老神町
（2名）

青井阿蘇神社

球磨村
渡

（16名）

球磨村
一勝地丁
（6名）

球磨村
神瀬甲
（3名）

芦北町
箙瀬
（1名）

八代市
坂本町
（4名）

※2）人吉市の浸水範囲は熊本県調査による。
※3）発生場所については、熊本県災害対策本部会議資料（熊本県警察本

部提供資料）の「住所」に基づき集計したものを記載。

人吉カルチャーパレス

人吉駅

下青井町
（3名）

上青井町
（1名）

下林町
（4名）

紺屋町
（2名）

※１）八代市から球磨村の間の浸水
範囲は国土交通省調査による。

町界

15

○人吉市の犠牲者20名の発生位置は、概ね浸水範囲と一致し、浸水範囲が広い右岸に集中している。
○球磨村の犠牲者は、渡地区に存在する特別養護老人ホーム「千寿園」に集中している。
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球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」の被害
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○ 球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」では、施設の１階が水没し（浸水深約3ｍ）、入所者65名のう
ち死者14名の人的被害が発生した。

球磨川の浸水想定区域と千寿園の位置

千寿園

小川

球磨川

球磨川

小川

千寿園

※1）洪水痕跡調査などにより浸水区域を推定。
※2）本資料は「速報」であり、今後変わる場合がある。

：R2.7浸水区域



2．高齢者福祉施設における避難確保の取組
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防災や避難に関する法律

○警戒避難体制等に関する事項は、災害対策基本法のほかに、災害種別ごとに定められている。

○高齢者福祉施設等の要配慮者利用施設の避難確保計画は、水防法や土砂災害防止法、津波防災地
域づくり法で定められている。

18

種別 警戒避難体制等に関する法律 防災施設の整備・管理等に関する法律

全般 災害対策基本法 昭和36年

洪水

水防法 昭和24年

河川法 昭和39年

内水 下水道法 昭和33年

高潮
海岸法 昭和31年

津波 津波防災地域づくり法 平成23年

土砂 土砂災害防止法 平成12年 砂防法 明治30年

地震 地震防災対策特別措置法 平成7年

火山 活動火山対策特別措置法 昭和48年



水防法の概要

○水防法は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減
し、もって公共の安全を保持することを目的としている。
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河川等の巡視（水防法第9条）

【水防管理者等】
• 堤防等を巡視。

• 危険であると認められる箇所があるときは、
直ちに当該河川等の管理者に連絡。

巡視の状況

河川情報の発信（水防法第10条、11条、12条、
13条、13条の2、16条）

【国土交通省又は都道府県】
• 洪水予報を実施（気象庁と共同）。
• 避難等に資するための水位情報を周知・公表。

• 水防を行う必要がある旨を警告する水防警報
を発表。

水防現場での活動（水防法第17条、26条等）

【水防管理者等】
• 水防工法を実施。

• 決壊後の処置（氾濫
被害の拡大防止）を
実施。

平時 出水時

浸水想定区域の指定（水防法第14条）

【国土交通省又は都道府県】
• 浸水想定区域を指定、公表

避難の確保及び浸水の防止のための措置（水防法第15条、15条の3）

【市町村】
• 洪水ハザードマップの作成・配布。

浸水想定区域

洪水ハザードマップ

水
防
活
動
の
実
施

各
種
情
報
の
提
供

【要配慮者利用施設の管理者】

• 要配慮者利用施設において避難確保計画の
作成・訓練の実施



水防法の改正の経過

○平成13年に浸水想定区域の指定制度が創設され、平成27年には浸水想定区域の前提となる降雨規
模が想定最大規模に拡充された。

○平成25年に要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が規定され、平成29年には避難
確保計画の作成と訓練の実施が義務化された。
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改正 施策 現地の水防活動 水位情報等の発信 浸水想定区域指定 避難確保等

1949年
（S24年）

○ 地先の水防 • 水防の責任の明確化（市町村に
第一義的責任）

• 水防団の設置、巡視等の規定

1955年
（S30年）

○ 地先から河川全体へ
○ 河川情報の発信へ

• 洪水予報を新設（国）

• 水防警報を新設（国・県等）

2001年
（H13年）

○ 河川情報発信の拡大

○ 河川から流域へ

• 洪水予報河川を県等管理河川に
拡大

• 浸水想定区域の指定を新設
（洪水予報河川）

• 洪水予報等の伝達方法、避難場
所等を記載するよう規定

• 地下街等への洪水予報等の伝達
方法を記載するよう規定

2005年
（H17年）

○ 河川情報発信を中小
河川へ拡大

○ はん濫情報発信強化

○ 避難対策強化

• 水防協力団体制度を新設 • 中小河川において水位情報の通
知を新設（水位周知河川）

• 大河川ではん濫水の予報を新設

• 浸水想定区域の指定対象を水
位周知河川に拡大

• 要配慮者利用施設への洪水予報
等の伝達方法を記載するよう規
定

• 地下街等における洪水時の避難
確保計画作成を規定（義務）

• ハザードマップの作成等を規定

2011年
(H23年）

○ 東日本大震災を踏ま
えた規定の充実

• 水防団員の安全確保を規定

• 特定緊急水防活動の制度を新設

2013年
(H25年）

○ 多様な主体の参画に
よる地域の水防力の
強化

• 水防計画に基づく河川管理者の
水防への協力を規定

• 水防協力団体の指定対象の拡
大

• 地下街、要配慮者利用施設、大
規模工場において避難確保計画
又は浸水防止計画の作成、訓練
の実施を規定

2015年
(H27年）

○ 想定し得る最大規模の
外力へ対応

○ 情報発信の対象を内
水、高潮に拡大

• 水防計画に基づく下水道管理者
の水防への協力

• 公用負担の対象に排水用機器を
追加

• 下水道と海岸において水位情報
の通知を新設（水位周知下水道、
水位周知海岸）

• 浸水想定区域を想定最大規模
の洪水に係る区域に拡充

• 想定最大規模の内水及び高潮
に係る浸水想定区域を新設

• 地下街等に建設予定の施設又は
建設中の施設を含むことを規定

• 地下街等との接続ビルへの意見
聴取を規定（努力義務）

2017年
(H29年）

○ 「逃げ遅れゼロ」、「社
会経済被害の最小化」
の実現

• 水防活動を行う民間事業者へ緊
急通行等の権限を付与

• 浸水拡大を抑制する施設等の保
全の制度を創設

• 浸水実績等の把握・周知の制
度を創設

• 要配慮者利用施設における避難
確保計画作成等を義務化



土砂災害防止法※の概要

○土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれ
がある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図ることなどを目的として
いる。

※正式名称：

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

建築物の移転等の勧告

○ ×

➢ 特定開発行為に対する制限【都道府県】
➢ 建築物の構造規制【都道府県または市町村】
➢ 建築物の移転等の勧告【都道府県】

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通省］

基礎調査の実施［都道府県］

・地形、地質、土地利用状況等を踏まえて、区域指定及び土砂災害防止対策に必要な机上及び現地調査を実施（机上で地形図
・航空写真等を用いて土砂災害のおそれのある箇所を抽出し、現地調査により区域の範囲を設定する。）

・基礎調査を基にして、区域指定の案を図示する形でとりまとめ

住民の避難訓練状況
（沖縄県浦添市）

土砂災害ハザードマップの作成・配布
（茨城県鉾田市）

➢ 警戒避難体制の整備【市町村等】
➢ ハザードマップの配布【市町村等】
➢ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

【施設管理者】

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

○土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の
周知、警戒避難体制の整備を行う区域

○避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設
等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地すること
を未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性
が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可
制とするなどの制限や建築物の構造規制等を行う区域。

区域の指定［都道府県］

・基礎調査の結果を公表（住民の危険性の認識と、指定促進のため。）
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土砂災害防止法の改正の経過

平成13年4月
土砂災害防止法施行

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成17年7月
一部改正

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け

平成23年5月
一部改正

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ
通知、一般へ周知

平成27年1月
一部改正

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難場所を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制の

強化・充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務付け

平成29年6月
一部改正

・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練
の実施を施設管理者等へ義務付け

平成16年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成20年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

平成26年8月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74名

平成28年8月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9名

平成11年6月広島市、呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者24名

○ 平成13年に土砂災害防止法が施行。
○ 平成29年の改正により、水防法と同様、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務化された。
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浸水想定区域の指定

○国または都道府県は、想定し得る最大規模の降雨や高潮を対象として、浸水が想定される区域、その
水深及び浸水継続時間等を指定し、公表するとともに関係市町村長に通知している。

①複数の決壊箇所の想定

決壊箇所

洪水浸水想定区域図の作成手順

②それぞれの最大浸水域の計算

③浸水域の重ね合せ

想定し得る最大規模
の降雨で計算

④洪水浸水想定区域図の作成

時間の経過によって氾濫域は
異なるため、最大浸水域を計
算する。

隅田川
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土砂災害警戒区域等の指定

○都道府県は、土砂災害防止対策基本指針に基づき、土砂災害警戒区域等の指定等に必要な基礎調
査を実施し、調査終了後にその結果を関係市町村に通知するとともに公表する。

○都道府県は、土砂災害警戒区域等の指定をしようとする時は、あらかじめ関係市町村の意見を聴取す
る。また、区域の指定を公示したときには、市町村に公示された事項を記載した図書を送付する。

急傾斜地の崩壊
※傾斜度が３０°以上である土地が崩
壊する自然現象

地滑り
※土地の一部が地下水等に起因して滑
る自然現象又はこれに伴って移動する
自然現象

土石流
※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって流下す
る自然現象

・土地の勾配２度以上 ・地滑りの長さの２倍以内
・急傾斜地の上端から１０ｍ
・急傾斜地の下端から高さの２倍以内

急
傾
斜
地
の
高
さ
ｈ

※１ ただし２５０ｍを越える場合は２５０ｍ

※１
※２

地すべりの
長さL

※２ ただし５０ｍを越える場合は５０ｍ

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域土砂災害警戒区域等の範囲
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ハザードマップの作成、周知

○市区町村は、国又は都道府県が指定した洪水浸水想定区域をもとに、洪水予報等の伝達方法や避難
場所等を記した洪水ハザードマップを作成・周知することとしている。

○ 洪水予報及び水位到達情報の伝達方法

○ 避難施設その他の避難場所及び避難路
その他の避難経路に関する事項

○ 避難訓練の実施に関する事項

○ 浸水想定区域内にある地下街等、要配
慮者利用施設、大規模工場等の名称及
び所在地 等

25

○市区町村は、都道府県が指定した土砂災害警戒
区域等をもとに、土砂災害に関する情報の伝達
方法や避難場所等を記した土砂災害ハザード
マップを作成・周知することとしている。

洪水

土砂災害

情報伝達経路の記載例 土砂災害警戒区域等の記載例



洪水浸水想定区域の指定、ハザードマップの公表状況（令和２年１月時点）

○洪水浸水想定区域の指定率は、国管理河川は100%、都道府県管理河川は98.5%となっている。

○ハザードマップの公表率は、98%となっている。
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洪水浸水想定区域の指定

洪水浸水想定区域 指定済み

４４８（４４８※１）河川
洪水予報河川 298（298※１）
水位周知河川 150（150※１）

洪水ハザードマップの公表状況

洪水浸水想定区域 未指定

０河川

国
管
理
河
川

都
道
府
県
管
理
河
川

１,６４４河川

洪水予報河川

128河川
水位周知河川

1,516河川

対象市町村

※３ 1,１５４市町村

洪水浸水想定区域 指定済み

１,６１８（１,３１１※１）河川
洪水予報河川 128 （112※１）
水位周知河川 1,490  （1,199※１）

洪水予報河川
水位周知河川

洪水浸水想定区域 未指定

２６河川
※３ 国管理河川との重複を含む

公表１,３３３市区町村
（５７３市区町村※２）

未公表 ２３市町

４４８河川

洪水予報河川
298河川

水位周知河川
150河川

対象市町村
７８３市町村

HM公表
１，３３３市区町村

（約98％）

1,343
市区町村

※２ 想定最大規模降雨による洪水ハザードマップの公表市区町村数

※１ 想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の河川数

1,356

洪水予報河川または水位周知河川に指定されていない河川が
上記のほかに約１９，０００河川存在。



社会福祉施設等の避難計画

計画 避難確保計画（災害ごとの規定） 非常災害対策計画（施設ごとの規定）

根拠
法令等

○ 水防法 （昭和24年法律第193号）

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律 （平成12年法律第57号）

○ 津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）

○ 厚生省令又は厚生労働省令

• 【介護保険施設等】指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に
関する基準（平成11年３月31日厚生省令第39号） 等

• 【障害者支援施設等】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の事業等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成18年９月29日厚生労働省令第172
号） 等

• 【救護施設等】救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の
設備及び運営に関する基準（昭和41年７月１日厚生省令第18号） 等

• 【児童福祉施設等】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和
23年12月29日厚生省令第63号） 等

対象
（※1）

浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に所在し、
市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施
設（社会福祉施設等）

社会福祉施設等（介護保険施設等、障害者支援施設等、救護施設等、児
童福祉施設等）

義務
（※2）

避難確保計画の作成及び市町村への提出、避難訓練の実施 非常災害対策計画の作成、避難訓練の実施

計画に
定める

べき項
目

• 計画の目的
• 計画の適用範囲
• 防災体制
• 情報収集及び伝達
• 避難の誘導
• 避難確保を図るための施設の整備（※3）
• 防災教育及び訓練の実施（※3）
• 自衛水防組織の業務（自衛水防組織を設置する場合に限る。）

• 施設等の立地条件
• 災害に関する情報の入手方法
• 災害時の連絡先及び通信手段の確認
• 避難を開始する時期、判断基準
• 避難場所
• 避難経路
• 避難方法
• 災害時の人員体制、指揮系統
• 関係機関との連携体制

※1 具体的な施設種別は、「介護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言について」（平成29年１月31日老総発0131第１号、老高発0131第１号、老振発0131第１号、老老発
0131第１号）、「障害者支援施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言について」（平成29年２月１日障障発0201第１号）、「救護施設等における非常災害対策計画の策定及
び避難訓練の実施の点検及び指導・助言について」（平成29年１月31日社援保発0131第２号）、「児童福祉施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の調査及び指導・助言について」（平成29年２
月20日雇児総発0220第２号）により実施した点検の対象施設・サービス種別に記載のもの。

※2 児童福祉施設については原則努力規定。

※3 下線部分は避難確保計画にのみ記載が求められるものであるため、非常災害対策計画に下線項目を加えることで、避難確保計画を作成したと見なすことが可能。
27

○社会福祉施設等には、避難計画として、避難確保計画（水防法等）と非常災害対策計画（介護保険法
等）の作成を義務づけしている。



避難確保計画（水防法等）

水防法 第15条の3第2項（洪水害）
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第8条の2第2項（土砂災害）
津波防災地域づくりに関する法律 第71条（津波災害）

浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内、津波災害警戒区域内にあり市町村
が作成する地域防災計画に定められた要配慮者利用施設に対し義務付け。
• 避難確保計画の作成及び市町村への報告
• 避難訓練の実施

水防法施行規則 第16条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第5条の2
津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第32条

【避難確保計画に定める事項】
• 計画の目的
• 計画の適用範囲
• 防災体制
• 情報収集及び伝達
• 避難の誘導
• 避難確保を図るための施設の整備
• 防災教育及び訓練の実施
• 自衛水防組織の業務（自衛水防組織を設置する場合に限る。） 28

○避難確保計画には、防災体制、情報収集及び伝達、避難の誘導、避難確保を図るための施設の整備、
防災教育及び訓練の実施等について定めることとしている。



非常災害対策計画（介護保険法等）

該当
サービス

施設サービス

通所系・居住系サービス
（通所介護、通所リハビリテーション、短
期入所生活介護、看護小規模多機能型
居宅介護、特定施設入居者生活介護）

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護

○義務
●努力義務

○ 具体的計画の策定
○ 関係機関への通報・連携体制の整備、従業者への周知
○ 定期的な避難等訓練

● 訓練の実施に当たっての地域住民
との連携

（参考）
基準省令の
規定の例

第26条 指定介護老人福祉施設は、非
常災害に関する具体的計画を立て、非
常災害時の関係機関への通報及び連
携体制を整備し、それらを定期的に従
業者に周知するとともに、定期的に避
難、救出その他必要な訓練を行わなけ
ればならない。

第103条 指定通所介護事業者は、非常
災害に関する具体的計画を立て、非常
災害時の関係機関への通報及び連携
体制を整備し、それらを定期的に従業
者に周知するとともに、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行わなければ
ならない。

第182条の2 指定小規模多機能型居宅
介護事業者は、非常災害に関する具体
的計画を立て、非常災害時の関係機関
への通報及び連携体制を整備し、それ
らを定期的に従業者に周知するととも
に、定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業
者は、前項に規定する訓練の実施に当
たって、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めなければならない。

千寿園
• 特養（定員40名）
• 地域密着型特養（定員20名）

• ショートステイ（定員10名）

※記載の無いサービス（訪問系サービス、居宅介護支援等）は、当該基準なし 29

〇 介護保険法に基づく施設の基準において、非常災害対策計画の作成や関係機関との連携、定期的
な訓練が義務付けられている。

〇 非常災害対策計画には、情報の入手方法、連絡先及び通信手段、避難を開始する時期、判断基準、
避難場所、避難経路、避難方法、人員体制、指揮系統等について定めることとしている。



高齢者福祉施設

避難計画の報告・点検

○ 非常災害対策計画の作成
○ 避難訓練の実施

（火災、地震、洪水、高潮、土砂災害、津波等）

○ 避難確保計画の作成
○ 避難訓練の実施

洪水 津波高潮 土砂

浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内に位置
し、地域防災計画に定められた施設

避難確保計画の報告

避難確保計画の報告、公表
訓練結果の報告

指導監査時に非常災害対策計
画の点検を実施

施設管理者

自治体

助言・勧告等
30

○施設管理者は、洪水・高潮・土砂災害に対する避難確保計画を作成した場合は、自治体に報告する必
要がある。

○また、津波に対する避難確保計画を作成した場合は、自治体に報告するとともに公表する必要がある。
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要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況

対象施設数 計画作成施設数

要配慮者利用施設の水防法に基づく避難確保計画作成状況（令和２年６月末時点）

○要配慮者利用施設における避難確保計画は、令和2年6月30日時点で対象85,924施設のうち、作成
済みは46,824施設となっており作成率は54.5%である。

31



社会福祉施設の水防法に基づく避難確保計画作成状況（令和２年６月末時点）

32

○要配慮者利用施設のうち社会福祉施設における避難確保計画は、令和2年6月30日時点で対象
67,945施設のうち、作成済みは37,614施設となっており作成率は、55.4%である。

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校
・専修学校（高等課程
を置くもの） 等

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

要配慮者利用施設
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社会福祉施設の避難確保計画作成状況

対象施設数 計画作成施設数



要配慮者利用施設の土砂災害防止法に基づく避難確保計画作成状況
（令和２年３月末時点）

○要配慮者利用施設における避難確保計画は、令和2年3月31日時点で対象16,429施設のうち、作成
済みは8,679施設となっており作成率は52.8%である。

33
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要配慮者利用施設における避難確保計画作成状況

対象施設数 計画作成施設数 33
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社会福祉施設の避難確保計画作成状況

対象施設数 計画作成施設数

社会福祉施設の土砂災害防止法に基づく避難確保計画作成状況
（令和２年３月末時点）

34

○要配慮者利用施設のうち社会福祉施設における避難確保計画は、令和2年3月31日時点で対象
10,513施設のうち、作成済みは5,935施設となっており作成率は、56.5%である。



避難計画の点検体制

○厚生労働省と国土交通省は、「避難計画点検マニュアル」を共同で作成し、市町村の民生主管部局、
防災担当部局、土木担当部局が連携して、指導監査等の際に避難計画等を点検するよう周知してい
る。

35



3．頻発する豪雨災害を踏まえた最近の取組

36



避難確保計画の作成等の促進（関係省庁の連携による取組）

○国土交通省と厚生労働省、文部科学省が連携して、避難確保計画の作成の促進を図っている。

37

学校等 福祉施設等

文部
科学省

国土
交通省

厚生
労働省

国土交通省と文部科学省の連名通知 国土交通省と厚生労働省の連名通知



避難確保計画の作成等の促進（計画作成の手引きの充実）

○避難確保計画の作成を促進するため、ひな形等を備えた「計画作成の手引き」を作成公表している。

○令和2年には、災害種別毎に作成されていた「計画手引き」を一つに統合するとともに、多様な種別の
施設の属性等に適した計画を作成できるよう計画作成のポイントを追記している。

38

４ 防災体制
連絡体制及び対策本部は、以下のとおり設置する。

【防災体制確立の判断時期及び役割分担】

注
意
体
制
確
立

警
戒
体
制
確
立

非
常
体
制
確
立

体制確立の判断時期 体 制 活動内容 対応要員

計画のひな形計画作成の手引き 記載例

入力例

　 計画作成年月日 2017 年 5 月 19 日 2017年1月19日

　 施設名 特別養護老人国交園

　 住所 千代田区大手町１－２－３

　 所在市町村名 千代田区

　 所在地区名（避難勧告等の発令先地区名） 千代田区大手町

昼間 名 施設職員5名　利用者10名

夜間 名 施設職員2名　利用者10名

休日 休日設定の有無 平日と同じ／平日と異なる

名 施設職員5名　利用者10名

浸水想定区域を持つ河川名 荒川

参照する水位観測所 岩淵水門

浸水想定区域を持つ河川名 荒川

参照する水位観測所 治水橋

　施設の収容人数の状況

利用者施設職員 名

施設職員 名 利用者

施設職員

入力セル入力項目

（施設の情報）

（河川に係る情報）

〇〇

江戸川

〇〇

特別養護老人ホーム国交園

千代田区大手町１－２－３

千代田区

荒川

千代田区大手町

平日と異なる

　対象河川②（ある場合）

　対象河川①

名 利用者

簡易な入力フォーム



避難確保計画の作成等の促進（市町村が実施する講習会の支援）

○避難確保計画の作成を促進するため、施設管理者向けの講習会の開催マニュアルを作成し、市町村
が主催する講習会の促進を支援している。

39

講習会開催マニュアル 講習会開催を促すチラシ



避難確保計画の作成等の促進（その他の支援）

○計画の作成が進んでいる地方公共団体の先進的な取組や、関係行政機関と施設が連携して実効性
のある避難確保計画を作成する取組をモデル地域で実施し、事例集を作成してその知見を全国に展
開している。

関係者が連携した計画作成の事例集

○ 関係行政機関と施設が連携して実効性のある
避難確保計画を作成している事例と知見を全
国に展開している。

施設管理者
施設職員

国土交通省
関係機関

有識者

○ 計画の作成が進んでいる地方公共団体の先進的な
取組を紹介している。

自治体の先進的な取組の事例集
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避難確保計画の作成等の促進（県内関係部局の連携による取組（長野県））

○県内関係部局が連携して、避難確保計画の作成の促進を図っている。

長野県知事から市町村長への通知 Web会議や個別面談による作成支援

○県知事名（関係各課の連名）で市町村長に対
して、施設管理者に避難確保計画の作成指導
を実施するよう依頼。

○要配慮者利用施設の施設管理者に対して、
Web会議や個別面談による避難確保計画の
作成支援を実施。

要配慮者利用施設における避難
確保計画の作成について（依頼）

長野県知事

危機管理部（危機管理防災課）
県民文化部（文化政策課）
健康福祉部（健康福祉政策課）
建設部（河川課、砂防課）
教育委員会事務局（教育政策課）

市町村長

Web会議による実施

個別面談による実施

「要配慮者利用施設における避
難確保計画」作成支援の実施に
ついて
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避難確保計画の作成等の促進（京都市・大阪市の取組）

○京都市・大阪市は、平成31年3月末まで避難確保計画の作成率が低水準（作成率：10％未満）であっ
たが、令和元年度以降、避難確保計画の作成を促進する取組を行い、令和２年６月時点では京都市
で83％、大阪市で58％の施設で避難確保計画が作成され、飛躍的に作成率が向上した。

京都市の取組

○ 所管局長名で（関係各課の連名）で施設管理者に対
して避難確保計画の作成するよう依頼。

○ 施設管理者に対して個別に指導などを行ったり研修
会を開催するなどして支援。

○ 市のＨＰでひな形を公開し支援。

京都市ＨＰ施設管理者への依頼

研修会と訓練支援

大阪市の取組

○ 作成指導や支援する人員を確保

○ 施設に対し、「通知・ひな形・様式等」を郵送し、さらに
個別に電話対応を行い、丁寧に説明し作成支援

○ 市のHPでひな形を公開、またYouTubeによる作成
方法の解説

○ 市長会見、報道発表の実施

要配慮者利用施設管理者への計画作成を支援する事業

大阪市ＨＰ
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不動産取引における水害リスク情報の提供

○不動産取引時にその相手方に取引の対象となる物件に関する水害リスクを認識してもらうため、水害
リスクに係る説明をすることが、宅地建物取引法上の重要事項説明として義務づけされた（令和2年7
月）。

○また、不動産業界の研修会等の場において、河川部局と防災部局が連携して、水害リスクに関する情
報を解説する取組を継続して実施している。

43

○ 業界の研修会等の場で、水害リスクに関する情報の
解説等を行うよう、都道府県と不動産関連団体に対
して協力依頼を発出。

○ 不動産取引時に、宅地や建物が存する市町村が作
成・ 公表するハザードマップを提示し、当該取引の
対象の宅地や建物の位置等を情報提供するよう不
動産関連団体に対して協力依頼を実施。

不動産関連事業者への水害リスクに関する情報の解説の様子（全
国各地で説明会を実施）

【平成31年4月】

○ 水害リスクに係る説明を宅地建物取引法上の重要
事項説明として義務づけ。

【令和元年7月】

【令和2年7月】



まちづくりにおける取組（都市計画法及び都市再生特別措置法の改正）令和2年6月公布

○頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立
地適正化計画の強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じることとしている。

○このうち、災害ハザードエリアにおける開発抑制として、災害レッドゾーンにおける自己業務用施設（社
会福祉施設含む）の開発の原則禁止や、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等
（社会福祉施設含む）の開発許可の厳格化等の措置を講じることとしている。
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まちづくりにおける取組（社会福祉施設等の災害ハザードエリアからの移転促進）

○病院・福祉施設等の都市機能誘導施設の自主的移転を促進するため、市町村や民間事業者等が行
う施設整備に対して、都市構造再編集中支援事業により支援を実施しており、令和２年度から補助の
拡充も支援している。
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定員規模 施設種別 補助率 上限額 下限額

定員29人以下

小規模特別養護老人ホーム、小規模介
護老人保健施設、小規模ケアハウス、小
規模介護医療院

定額補助

1,540万円/施設

総事業費80万円/施設

小規模養護老人ホーム、認知症高齢者
グループホーム、小規模多機能型居宅
介護事業所 等

773万円/施設

定員30人以上
特別養護老人ホーム、介護老人保健施
設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
介護医療院

国 １／２
自治体 １／４
事業者 １／４

なし 総事業費80万円/施設

国

都道府県

定員30人
以上の
施設等

②整備計画

交付申請

③採択

交付決定

④採択

交付決定
①整備計画

交付申請

補助の流れ

市区町村

定員29人
以下の
施設等

○ 千寿園における被害を踏まえ、新たに介護施設等（広域型を含む）における水害対策の支援メ

ニューを創設する。

（参考）広域型を含めた既存施設における水害対策：垂直避難用エレベーター・スロープ・避難スペー
スの確保等の改修工事等

介護施設等の水害対策の強化（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）
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4．千寿園に係る避難の取組と災害当日の行動
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球磨川洪水浸水想定区域（想定最大規模）【人吉市市街部】（平成29.3.29指定）

○人吉市市街部は、球磨川に沿って、広い範囲で5.0m以上の浸水深が想定される区域が指定されてい
る。

48（出典）重ねるハザードマップ

人吉駅



球磨川洪水浸水想定区域（想定最大規模）【球磨川渡地区】（平成29.3.29指定）

○渡地区は、球磨川沿いや、球磨川と小川の合流地点付近において、10.0m以上の浸水深が想定され
る区域が指定されている。

○千寿園の位置する敷地についても、10.0～20.0mの浸水深が想定される区域となっている。

49（出典）重ねるハザードマップ

千寿園



人吉市が公表しているハザードマップ【人吉市市街部】（平成29年２月作成）

○人吉市の市街部は、球磨川沿川の概ね1.0m以上の浸水が想定される区域において、過去の水害で
も浸水実績が確認できる。

50
※「人吉市総合防災マップ（H29.2作成）」を元に国土交通省にて編集



球磨村が公表しているハザードマップ【球磨村渡地区】（平成28年３月作成）

○球磨村の渡地区は、球磨川に沿って浸水が想定される区域が広がっている。

○千寿園の周辺で想定される浸水深は、2.0m以上～5.0m未満となっている。

○千寿園の位置する敷地は、土砂災害警戒区域（土石流）に指定されている。

51
※「球磨村防災マップ（H28.3作成）」を元に国土交通省にて編集



洪水浸水想定区域（想定最大規模）と実績浸水区域（人吉市街部、球磨村渡地区）

○令和2年7月洪水の実績浸水区域は、洪水浸水想定区域（想定最大規模洪水）に包含されている。

52
※1）洪水痕跡調査などにより浸水区域を推定。
※2）本資料は「速報」であり、今後変わる場合がある。

：R2.7浸水区域

球磨村

人吉市

人吉市役所

相良村役場

浸水区域と浸水想定区域図（想定最大規模：L2）重ね合わせ

想定最大規模（L2）との重ね合わせ

52

千寿園



千寿園付近の洪水浸水想定区域（想定最大規模）と実績浸水区域

○令和2年7月洪水の実績浸水区域は、洪水浸水想定区域（想定最大規模）に包含されている。
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千寿園

：R2.7浸水区域



特別養護老人ホーム「千寿園」の施設概要と被害の概要

○熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」 において、7月4日7時頃に建物の浸水が始まり、全
員が避難ができず、入所者14名の犠牲者が発生した。

【施設の概要】
• 平成12年6月開所

• 千寿園（定員40名：広域型特養 定員10名：併設ショートスティ）

• 千寿園別館まごころ（定員20名：地域密着型特養）

• 避難確保計画の作成（平成30年4月）

54

小川の水位（本川合流部より約0.1km）※熊本県の危機管理型水位計

特別養護老人ホーム

千寿園

小川

千寿園敷地高（標高97m程度）

※欠測

7月4日7時頃に建物

の浸水が始まってい
ると推定される。

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変わる場合がある。

球磨川

※赤線は河川横断図

98.68m
(7:40)

98.46m
(13:10)



千寿園の避難確保計画の内容（平成30年4月作成）

項目 記載内容 千寿園の計画の内容

計画の目的、
計画の適用範囲

水防法第15条の3第1項
土砂災害防止法第8条の2第1項 等

土砂災害防止法第8条の2第1項に基づく計画と記載。

防災体制、
情報収集及び伝達

平日・休日、昼間・夜間の職員数、
応援要請が可能な人数 等

職員数は、昼間59名、夜間7名と記載。

うち、災害警報が発表された場合に早めに駆けつける職員（指定職員）と
して12名を配置。

情報収集伝達要員、
避難誘導要員 等

情報収集伝達要員として11名の職員を配置し、早めに駆けつける職員（指
定職員）として3名を配置。
避難誘導要員として14名の職員を配置し、早めに駆けつける職員（指定
職員）として5名を配置。

防災体制確立の判断基準 「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合に「警戒体制」を確立
すると記載。

避難情報や洪水予報等の情報収集 避難情報や防災情報を収集するための情報受伝達系統図等を掲載。

周辺住民等への事前協力依頼 協力者として22名を計画し、大雨警報や避難情報発令時に避難支援協力
者への事前協力要請を実施すると記載。

避難の誘導 避難誘導の開始基準、避難場所、
避難方法

「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合に避難誘導を実施する
と記載。

避難先は、①千寿園駐車場、②渡小学校運動場、体育館、③球磨村総合
運動公園桜ドームとし、避難方法は車両11台等を使用すると記載。

また、屋外へ出ることが危険な場合は施設内で避難するとし、避難方法は
担架および徒手（2人支持）等によると記載。

避難確保を図るた
めの施設の整備

情報収集・伝達及び避難誘導の際に
資料する資機材 等

備蓄食材について記載。

防災教育及び訓練
の実施

避難確保計画の研修、情報伝達訓練、
職員の参集訓練、避難訓練

職員入職時の研修のほか、毎年2回（5月、11月）に避難誘導訓練を実施
すると記載。

55本資料は、千寿園の避難確保計画の内容を要約して記載



千寿園の避難確保計画、避難訓練に関する聞き取り調査結果（球磨村、千寿園）

項目 避難確保計画や訓練の内容

避難確保計画 ○ H30年4月作成
H16.12 洪水浸水想定区域の指定（計画規模）
H28.3 洪水ハザードマップの作成（計画規模対応）
H29.3 洪水浸水想定区域の指定（想定最大規模）
R2.5 球磨村の地域防災計画に施設が位置づけされ避難確保計画の作成が義務化される

避難確保計画の対象 ○ 土砂災害のみを対象
※これまで千寿園は浸水しておらず、球磨川の導流堤も完成したため千寿園周辺の大規模水害の可能性は低いと考えていた。洪
水より土砂災害の危険性を重要視していた。

避難先 ○ 屋内避難（別館まごころ、千寿園2階）：土石流 必要避難時間（昼間40分 夜間60分）

※2階には60人程度が避難可能

○ 屋外第1避難場所（千寿園駐車場）：土石流 必要避難時間（昼間50分 夜間80分）

○ 屋外第2避難場所（渡小学校運動場、体育館）：土石流 必要避難時間（昼間60分 夜間90分）

○ 屋外第3避難場所（球磨村運動公園さくらドーム）：土石流 必要避難時間（昼間90分 夜間150分）

避難訓練 ○ R1年6月 水防・土砂を想定した訓練
約170人が参加し、居室から別館まごころ建屋及び2階への誘導・搬送訓練を実施。

○ R1年11月 夜間の火災を想定した訓練
約100人が参加し、消火訓練、情報伝達訓練、避難誘導訓練を実施。

行政の関与 ○ 球磨村の防災部局と福祉部局が連携して避難確保計画の内容を確認。
○ 球磨村の防災部局と福祉部局が避難訓練を視察。

○千寿園としては、土砂災害の危険性を重要視し、大規模な水害の可能性は低いと考えていた。

○千寿園の2階も避難先と想定し、避難訓練を実施していた。

56本資料は、球磨村及び千寿園から聞き取った内容を要約して記載



令和2年7月豪雨災害時の千寿園の避難行動

○球磨村は7月3日17時に避難準備・高齢者等避難開始を発令した。

○千寿園は避難確保計画の内容に従って、施設1階の避難先への避難を実施したが、7月4日7時頃に
施設が冠水したため2階への垂直避難を開始した。

項目 ステージ1 ステージ2 ステージ3 ステージ4 ステージ5

球磨村 7月3日 17:00
避難準備・高齢者等避
難開始を発令

22:20
避難勧告を発令

7月4日 3:30
避難指示を発令

－ －

千寿園
（情報把握）

16:30 球磨村から電話
17:00 防災無線、エリ
アメール

22:20 防災無線、エ
リアメール
河川を確認

3:30 防災無線、エリア
メール
河川を確認

－ 7時頃施設内の冠水
を確認

千寿園
（体制）

職員約10人
入所者70人（短期利用
者含む）

職員5人（夜勤4人、
宿直1人）

※災害の危険性は
低いと判断し職員の
増員はしなかった

職員5人

※夜間で事故の危険
性が高かったため職員
の増員はできなかった

職員5人 職員5人
避難支援協力者約20
人（※リーダーは6時
頃に到着）

千寿園
（行動）

アットホームどんぐり利
用者と職員を別館まご
ころに避難させた

－ 就寝中の入所者を起
床させ談話室に集めた

5時頃

土砂災害の危険性
があるため別館まご
ころに避難開始

7時頃

施設内が冠水したた
め2階及び1階ホール

のステージに避難開
始

千寿園
（避難方法）

車椅子、
手引き歩行

－ 車椅子、
手引き歩行

車椅子、
手引き歩行

車椅子、手引き歩行、
毛布・シーツにて4人
で搬送
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令和2年7月豪雨災害時の指定緊急避難場所、指定避難所の開設状況（球磨村渡地区）

施設名 想定収容人数 備考

渡多目的集会施設 130 開設

球磨村コミュニティセンター「清流館」 200 開設

施設名 想定収容人数 備考

渡小学校運動場 300 ※千寿園が避難確保計画に定めている避難先

峯公民館 30

雲泉寺 50

島田公民館 30

球磨村総合運動公園（桜ドーム） 500 ※千寿園が避難確保計画に定めている避難先

渡保育園 50

舟戸公民館 30

○球磨村の地域防災計画では、避難勧告等の発令にあわせて指定緊急避難場所を開設するとしてお
り、7月3日の避難準備・高齢者等避難開始発令時には、指定緊急避難場所の2カ所が開設された。
（千寿園が避難先としていた渡小学校体育館や球磨村総合運動公園桜ドーム（指定避難所）は、開設されていない。）

■指定緊急避難場所

■指定避難所
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千寿園の平面図（位置図、避難経路）

千寿園

渡小学校

第１避難場所

第2避難場所

千寿園

渡小学校

59出典：千寿園の避難確保計画

まごころ



千寿園の平面図（当日の避難行動）

渡小学校

千寿園

施設内避難先（1階）

2階

施設内避難先（2階）
4日5時頃

4日7時頃

拡大図
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まごころ

まごころ

千寿園

どんぐり

本資料は、千寿園から聞き取った結果に基づき事務局にて図化
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大雨警報等

氾濫危険（レベル4相当） 氾濫発生氾濫
警戒

氾濫
注意

球磨村の避難情報等の発表と千寿園の避難行動

渡水位観測所

千寿園○ 球磨村は、7月3日17時に「避難準備・高齢者等避難開始」を発表した。
○ 千寿園は、7月4日5時頃に入所者を1階の避難先に避難させたが、7時頃から冠水が始まったため

2階に避難誘導した。

氾濫危険水位(読み値8.7m)
避難判断水位(読み値7.6m)

氾濫注意水位(読み値6.0m)

大雨特別警報

7/3 16:00
球磨川タイムライン運用会議
国（八代河川）、熊本気象台、球磨村 等

7/3 21:39 4:50

5:553:353:102:30

2時間45分12時間55分

7/4 3:30
避難指示
（レベル4）

7/3 17:00
避難準備・高齢者等
避難開始（レベル3）

約97m

千寿園球磨川洪水予報
（渡水位観測所）

3:20 ホットライン（国→村）
（氾濫危険水位超過予測）

5:39 ホットライン（国→村）
（HWL超過）

計画高水位94.5m

7月4日

出典：国土地理院地図

（レベル3相当）

7/3 22:20
土砂災害警戒情報発
表、
避難勧告（レベル4） 7/4 3:30

就寝中の利用者を起床さ
せ、談話室に集め始めた。

渡
水
位
観
測
所
水
位

わたり

痕跡水位
約100m

浸水深約
3m

7時頃

建物が冠水したた
め、2階及び1階

ホールのステージ
に避難開始

7/4 5:00頃

土砂災害の危険性を
考慮し、別館まごころ
に避難開始
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5．高齢者福祉施設の避難確保の課題
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千寿園における避難の課題

項目 千寿園の避難計画 課題
計画の対象 土砂災害を想定した内容。 • 洪水による浸水に対応できていない。

⇒洪水浸水想定（想定最大規模）を踏まえた避難計画にする
ことが必要。

職員配置 災害警報が発表された場合の体制として12名配置。 • 避難誘導するための職員が参集できなかった。

⇒早めの参集が必要。最小限の人数で誘導できる設備や体
制等を考えておくことが必要。

協力者への要
請

協力者として22名を計画し、大雨警報や避難情報発令
時に協力者への事前協力の要請実施。

• 協力者への要請をしなかった。

⇒要請のタイミング等を明確化し、事前に訓練を実施しておく
ことが必要。

避難開始 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合に避難
誘導。

• 2階への垂直避難のタイミングが遅かった。

⇒洪水浸水想定（想定最大規模）を踏まえた避難計画にする
ことが必要。

避難先 立ち退き避難先として、①千寿園駐車場、②渡小学校運
動場・体育館、③球磨村総合運動公園桜ドームを設定。
屋外避難が危険な場合は施設内に避難。

• 渡小学校体育館、球磨村総合運動公園桜ドームは、避難
準備・高齢者等避難開始の時点で開所していない。夜間や
大雨時には施設内での避難を想定していた。

⇒現実的な避難先を設定しておくことが必要。

避難方法 立ち退き避難の方法は、車両11台使用。
施設内に避難する場合は、担架および徒手（2人支持）に
よる。

• 2階への垂直避難に時間を要した。

⇒エレベーターやスロープ等を設置し迅速な避難を可能とす
ることが必要。

訓練 職員入職時の研修、毎年2回（5月、11月）避難誘導訓練
を実施。

• 渡小学校体育館、球磨村総合運動公園桜ドームへの立ち
退き避難の訓練は実施していない。

⇒現実的な避難先を設定しておくことが必要。
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土砂災害警戒区域

土石流

土石流

被災した特別養護
老人ホーム

被災前

被災後

※国際航業提供

土砂災害警戒区域内の
特別養護老人ホームが被災

過去の要配配慮者利用施設の被災状況と課題

64

〇平成28年8月30日の台風第10号の雨
による岩手県小本川の水害で「グ
ループホーム楽ん楽ん」で入居者9名
がなくなる大きな被害が発生

小本川
ふれんどりー岩泉

写真）「平成28年8月岩手県岩泉町の介護老人保健施設の被災動画」国土地理院撮影

楽ん楽ん
らら

防災情報が要配慮者利用施設の管理者等に十分理

解されておらず、また、水害に対する避難確保計

画の策定や避難訓練が十分に実施されていない。

要配慮者利用施設において避難確保計画や避難訓

練実施を義務化（平成29年水防法等改正）

〇平成21年7月21日の豪雨により、山口
県防府市の特別養護老人ホーム「ラ
イフケア高砂」を土石流が襲い、入
居者7名が亡くなる被害が発生

民生部局と砂防部局間で情報共有等連携の強

化を図るよう、厚労省・国交省連名で通知

要配慮者利用施設の土砂災害対策推進のために、

民生部局と砂防部局間で日頃から緊密な連携を図

ることの重要性を認識

課題・対策 課題・対策



高齢者福祉施設の避難の課題

65

○ 避難確保計画がすべての事象（自然災害）に対応できて
いない。

○ 避難確保計画に定めた避難先（屋外）への避難が現実
的に難しい。

○ 避難誘導する職員が参集できなかった。

○ 階段を使った上層階への避難に時間を要した。

○ 避難準備・高齢者等避難開始の発令頻度が高い。 等



6．課題を踏まえた対応策の検討（論点）
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課題を踏まえた対応策の検討（論点）

67

○避難の実効性の確保
• すべての事象（自然災害）を想定した適切な避難先の選定。
• 迅速な避難に資する施設の体制の確保、設備の充実。
• 施設における防災リーダーの育成、他施設との連携、関係団体の支援
• 避難確保計画及び訓練の内容の適正化・充実、行政の関与 等

○避難計画（避難確保計画、非常災害対策計画）の作成等の促進
⇒市町村が主催する講習会開催の支援等により、避難確保計画作成と訓練実施
を促進。（令和3年度末までにすべての施設で計画を作成することを目標）

○災害リスクの周知、まちづくりにおける取組
⇒不動産取引時の水害リスク情報の周知。

⇒災害レッドゾーンにおける開発許可の原則禁止、洪水ハザードエリア等の市街
化調整区域における開発許可の厳格化。

本委員会の論点


